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（ 開議時刻  １４時０３分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

ただいまから、本日の会議を開きます。 

ただいまの出席議員は、9名です。 

定足数に達していますので、会議は成立しました。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。  

これから、本日の議事日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第 120条の規定により、議長から、４

番、柴田勇雄君及び８番、辰柳敬一君を指名します。 

次に、日程第２、議案第５号、平成 30年度葛巻町国民健康保険病院事業会計予算の

撤回の件を、議題とします。 

撤回理由の説明を求めます。 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 松浦利明君 ） 

議案第５号、平成 30年度葛巻町国民健康保険病院事業会計予算について、議案の内

容に数値の誤りがございましたので、ここに撤回をお願いしたいと存じます。 

説明を申し上げます。 

歳入歳出の総額の金額及び各予算の数字に影響するものではございません。 

８ページ、給料のところ、看護師の人数 28。続きまして、28ページ、職員数でござ

います。前年度の職員数 46でお願いいたします。県からの派遣職員を入れているもの

を、入れないことで統一したものでございます。それから、30ページの真ん中らへん、

人事異動等による減、それから、31 ページ、医大卒の医師職の給与の額でございます

が、246,200円を 246,400円と訂正するものでございます。 

大変、間違っておりまして、申し訳ございませんでした。お詫びを申し上げまして、

撤回理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

以上で、撤回理由の説明が終わりました。 

質疑があれば、これを許します。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっています、平成 30年度葛巻町国民健康保険病院事業会計予算の

撤回の件を許可することに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 
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したがって、平成 30年度葛巻町国民健康保険病院事業会計予算の撤回の件を許可す

ることに、決定しました。 

次に、日程第３、議案第５号、平成 30年度葛巻町国民健康保険病院事業会計予算を、

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 松浦利明君 ） 

それでは、改めまして、議案第５号、平成 30年度葛巻町国民健康保険病院事業会計

予算について、提案を申し上げます。 

１ページからでございます。 

病床数につきましては、一般病床 42床、療養病床 18床でございます。 

それから、一般病床の入院患者数につきましては、年間 12,410人、１日平均 34人、

療養型の入所者数につきましては 5,840人、１日平均 16人、外来患者につきましては

36,600人、１日平均 150とするものでございます。 

続きまして、第３条、収益的収入及び支出でございますが、病院事業収益につきまし

ては 1,089,632,000円、支出、病院事業費用につきましては 1,149,510,000円、収支の

差につきましては、マイナスの 59,878,000円となるものでございます。 

続きまして、２ページでございます。 

資本的収入につきましては、収入が 8,816,000円、支出が 14,033,000円とするもの

でございます。医療器械を購入して、支出の方では起債の償還をみるものでございます。 

企業債につきましては、2,400,000円を限度額と定めるものでございます。 

一時借入金につきましては、限度額を４億と定めるものでございます。 

議会の議決を経なければ流用できない経費につきましては、職員給与費につきまして

は 536,898,000円、交際費につきましては 1,550,000円とするものでございます。 

たな卸資産の購入限度額につきましては 163,596,000円とするものでございます。 

続きまして、４ページ以降でございますけども、患者数につきまして、単価につきま

しては、一般入院は 23,300円、外来が 7,500円、次のページ、介護につきましては、

６ページ、13,500円とみるものでございます。 

続きまして、７ページですけども、他会計繰入金につきましては、これまで経営安定

化対策につきまして 50,000,000円ということでございましたが、25,000,000円増額し

て、75,000,000円にお願いするものでございます。 

続きまして、12ページ、13ページ、委託料につきましては、新たな病院に伴って諸々

出てきておりますが、ボイラーの運転管理業務、それから、次のページになりますけど

も、15 ページ、経営分析あるいは経営診断相談業務ということで、新規になっており

ます。 

それから、16 ページ、減価償却費につきましては、新病院の関係のものでございま

すけども、162,163,000円とするものでございます。 

それから、17ページでは、企業債の利息が増えているものでございます。 
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18ページ、19ページは冒頭に説明しましたので、省略をさせていただきます。 

それから、キャッシュフロー計算書でございますけども、一番下の 31 年の予定で

685,671,000円とするものでございまして、29年度の決算見込みからは 32,000,000円

減額するものでございます。 

以降、損益計算書、それから、貸借対照表、それから、給与の明細書等につきまして

は、お目通しをお願いしたいと思います。 

以上で、提案の説明を終わらせていただきます。大変ご迷惑をおかけしましたが、よ

ろしくご審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

これで、提案理由の説明を終わります。 

ただいま議題となっております、議案第５号については、葛巻町議会総合条例第 46

条第１項の規定により、輝くふるさと常任委員会に審査を付託します。 

お諮りします。 

ただいま輝くふるさと常任委員会に付託しました、議案第５号については、今会議中

に審査を終え、３月 13日の最終本会議で、委員長の報告を求めたいと思います。これ

に、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号については、３月 13日の最終本会議で、委員長の報告を求

めることに決定しました。 

以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

なお、輝くふるさと常任委員会に審査を付託しました、議案第５号の審査については、

この後に行いますので、ご承知願います。 

本日は、これで散会します。  

ご苦労様でした。 

 

（ 散会時刻 １４時１５分 ） 


